
 

事 務 連 絡 

令 和 元 年 ６ 月 12 日 

   

都道府県障害福祉関係部局 御中 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

特別障害者手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等について 

 

日頃より、障害保健福祉制度の適切な運営にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合

会及び日本私立学校振興・共済事業団（以下「機構等」という。）における年金関係の情報連携（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号）第 19

条第７号又は第８号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以下同じ。）については、

「日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合

会及び日本私立学校振興・共済事業団における年金関係の情報連携開始に向けた対応について（その

２）」（令和元年６月 10日付け内閣府番号制度担当室及び総務省大臣官房個人番号企画室事務連絡）（別

添１）のとおり、令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携の運用開始日（以下

「運用開始日」という。）から、地方公共団体等から機構等への情報照会の試行運用が可能となった旨

の連絡があったところです。 

また、「令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携が可能な事務手続及び省略可

能な書類並びに試行運用の対象とする事務手続の一覧、運用開始日等について」（令和元年６月 10 日

付け府番第 19号他）（別添２）により、運用開始日は令和元年６月 17日であることが通知されるとと

もに、機構等への情報照会事務の試行運用の対象となる事務手続が周知されたところです。これを踏

まえ、障害保健福祉制度においても年金関係の情報連携の試行運用を開始することとしております。 

先般、機構等への情報照会事務の試行運用の実施に向けた準備等に活用いただくため、「特別障害者

手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等について（案）」（平成 31年３月 29

日付け事務連絡）において、「特別障害者手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意

事項等」（以下「情報照会マニュアル」という。）及び計算ツールの案をお送りしておりましたが、今般、

機構等への情報照会事務の試行運用を実施する際にご活用いただく、情報照会マニュアル（別添８）及

び計算ツール（別添９）を令和元年６月版としてまとめましたので、各都道府県におかれましては、管

内市区町村に周知いただくとともに、機構等への情報照会事務が円滑に実施されるよう、実施状況の

把握、助言等の支援をお願いいたします。 

なお、情報照会マニュアルの主な変更点及び添付資料の一覧は下記のとおりです。 

併せて、機構等より提供されている「年金関係情報提供マニュアル（別添３～別添７）」についても

送付しますので、ご活用いただきますようお願いいたします。 

最後に、試行運用を実施する中で、情報照会マニュアル及び計算ツールの内容につきましてご不明

点等がございましたら、以下の照会先まで随時お送りいただきますようお願いいたします。 

 

 



 

 

 

記 

１.情報照会マニュアルの主な変更点と変更理由 

（変更点） 

① 支給額情報の確認対象期間を「１月分～12月分」から「12月分～11月分」に変更。 

② 課税年金の額は税情報ルートで照会する必要がある旨を明確化。 

（変更理由） 

① ある年の支払に充てられる年金は、前年 12月分から当該年 11月分であるため。 

② 関係法令に基づいた適切な事務とするため。 

   

２.添付資料一覧 

 （別添１）日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共 

済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団における年金関係の情報連携開始に向 

けた対応について（その２）（令和元年６月 10日付け内閣府番号制度担当室及び総務省 

大臣官房個人番号企画室事務連絡） 

 （別添２－１）令和元年６月改版後のデータ標準レイアウトに基づく情報連携が可能な事務手続及

び省略可能な書類並びに試行運用の対象とする事務手続の一覧、運用開始日等につ

いて（令和元年６月 10日付け府番第 19号他） 

 （別添２－２）（別紙１）【本格運用】情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類（年金関

係手続を除く）（Ｒ元. ６.17時点） 

 （別添２－３）（別紙２－１）【試行運用】情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（年金関係手

続を除く）（Ｒ元. ６.17時点） 

 （別添２－４）（別紙２－２）【試行運用】情報連携の試行運用を行う事務手続の一覧（年金関係手

続）（Ｒ元. ６.17時点） 

（別添２－５）（別紙３）【本格運用】情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類（年金関

係手続）（Ｒ元.７.１時点） 

 （別添３－１）日本年金機構が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意事項 

 （別添３－２）【年金機構】主な変更点について 

（別添４）国家公務員共済組合連合会が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意事項 

（別添５）地方公務員共済組合が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意事項 

（別添６）日本私立学校振興・共済事業団が情報提供を行う年金関係情報の取扱いについての留意 

事項 

（別添７）日本年金機構等が提供する年金関係情報の見方（簡易版） 

（別添８－１）特別障害者手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等 

（別添８－２）特別障害者手当関係事務における年金関係情報の取扱いについての留意事項等 

（修正点見え消し版） 

（別添９）計算ツール 

 （照会先）厚生労働省社会・援護局 
     障害保健福祉部企画課 手当係 
 TEL:03－5253－1111（内線 3020） 
 E-mail: shougai-kikaku＠mhlw.go.jp 


